
私たちが愛する会津若松市は、背あぶり山や猪苗代湖をは

じめとした豊かな自然と情緒あふれる歴史的景観をあわせ持

つ「山紫水明」のまちです。

私たちは、先人が残してくれた豊かな自然を守り、次の世

代へ引き継いでいくことはもとより、環境への負荷の少ない

持続的発展が可能な社会を構築していくことが求められてお

ります。

その実現に向け、これまで本市では、平成９年に「環境基本条例」を制定するとともに、

平成11年３月に「環境基本計画」を策定し、環境の保全及び創造に関する施策を総合的か

つ計画的に推進してきました。

この間、環境問題は、従来の公害問題に加え、近隣騒音や廃棄物の増大などの日常生活

に密接した問題の増加、さらには、地球温暖化やＰＭ２.５をはじめとする地球規模の環境問

題が喫緊の課題となるなど変遷をしております。

また、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、再生可能エネルギー

の推進やＩＣＴ等の活用による省エネルギー化などにも、関心が高まってきており、本市

では現在、将来に向けて、持続力と回復力のある力強い地域社会、市民が安心して快適に

暮らすことができるまち「スマートシティ会津若松」を目指し、その取り組みをはじめて

おります。

こうした状況を踏まえ、今回の「第２期環境基本計画」の策定にあたりましては、「自然

環境と事業活動、日常生活とが調和した社会を目指す」ことを目標に掲げ、各種環境施策

をより効果的に推進するため、新たに策定する地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を

含めた環境に関連した諸計画を一体化した計画といたしました。

この計画の推進にあたっては、市民、事業者、そして市が力を合わせ、思いを共有していく

ことが必要であり、様々な機会を捉え、主体間の連携を図ってまいりたいと考えております。

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました環境審議会の委員の皆様、

さらには各種調査や市民ワークショップ、検討会議等へご協力いただきました多くの皆様

方へ、心より御礼申し上げます。

あ い さ つ

会津若松市長

平成26年３月
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東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故から、はや３年が経

過しました。これまで私たちは、物質的な豊かさや生活の利便性を追求し、モ

ノやエネルギーを大量に生産し消費する社会を構築してきましたが、あの日の

出来事は、現代社会が絶えることのない生産活動と広範な流通システムによっ

て支えられていること、そして、それがエネルギー無しには成りたたないこと

を、改めて私たちに気づかせてくれました。

また、私たちの生産活動で排出される温室効果ガスは、地球温暖化の原因の

一つとされ、多発する世界規模での豪雨や豪雪、大寒波や熱波などの異常気象

の要因ともなっていると云われる一方、ＰＭ２.５に見られるように大気汚染物質

が国境を越えて襲来するなど、私たちの生活は、世界各国の動きと連動し、絶

えず脅威にさらされています。

そうした状況の中にあって、日本国内はもとより国際的にみても、今ほど、

温室効果ガスの削減やエネルギーに視線が注がれている時代はなく、ＣＯＰ（※）

（国連気候変動枠組み条約締結国際会議）をはじめとした地球温暖化対策の推

進、太陽光発電をはじめとした各種再生可能エネルギーの活用など、いかに環

境への負荷を軽減し、持続可能な社会へと変革できるかが問われております。

こうした状況を踏まえ、将来に向けて、持続力と回復力のある力強い地域社

会を目指す「スマートシティ」を実現し、私たちが今後もこの地域で、安心し

て健康的に暮らし、地域の活力を高めながら、この恵み豊かな自然環境をどう

次代に引き継いでいくのか、そのために私たちは、今何をすべきかを示す必要

があります。今回の「会津若松市第２期環境基本計画」はそんな思いを実現す

るための道標として策定するものです。

そして、この計画を、私たち一人ひとりの行動や考え方、また事業活動の指

針として活用していただくとともに、市民・事業者・行政の連携、協働に向け

た「懸け橋」として活用し、計画に掲げる「望ましい環境像」の実現を目指し

てまいります。

計画の策定にあたって

※ＣＯＰ…1992年の地球サミットで採択された「気候変動枠組条約」に基づいて開催される国際会議。95年の第1回会

合以来、毎年開催されており、地球温暖化の原因と言われている温室効果ガスの排出量をどのように削減

するのかが話し合われます。




